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Ⅰ．概  要 
令和 3 年度は、平成 27 年度に策定した健康影響評価計画に基づき、調査対象者の生死等情

報の把握を行うとともに、令和元年度から利用が可能になったがん罹患情報を利用するため

「がん登録等の推進に関する法律」に基づく手続きを行い、国立がん研究センターからリン

ケージデータを取得した。また、調査対象者に関する情報（被ばく線量、生死、死因等）の更

新等を行った。なお、これらの個人情報の取得は、平成 27 年度から令和元年度までに実施し

た意思確認調査において、調査対象者の同意を得たうえで実施した。さらに、本事業の理解

促進活動として、これまでに取得したデータをもとに解析した結果について学会発表、論文

投稿等を行うとともに、ホームページ等により本疫学調査について情報発信した。 

 

１．調査対象者に関する情報の更新等業務 

１．１ 調査対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

当協会放射線従事者中央登録センター（以下「中央登録センター」という。）から令和 2 年

度までの被ばく線量情報等の提供を受け、放射線疫学調査ファイル（以下「疫学 DB」とい

う。）に反映した。 

 

１．２ 調査対象者の生死等に関する情報の更新 

本年度は、28,450 人の調査対象者について生死追跡調査を行い、1,352 市区町村に対し住

民票の写し等の交付を請求し、全ての市区町村から計 28,450 人の調査対象者について住民票

の写し等の交付を受け、その情報を疫学 DB に反映した。 

 

１．３ 調査対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、人口動態調査死亡票の調査票情

報の継続保有の申請を行い、厚生労働大臣から承認を受けた。 

 

２．がん罹患情報の取得 

   本事業では、第Ⅵ期を開始した平成 27 年度から、放射線被ばくによる健康影響、特にが

ん発生に及ぼす影響を評価する際、その評価指標として死亡に加え、がん罹患も用いること

としている。令和 2 年度に厚生労働大臣から許諾された 2016～2017 年全国がん登録情報に

ついて、国立がん研究センターの全国がん登録データベースとのリンケージにより調査対象

者のがん罹患情報を取得し、疫学 DB と合わせて利用するがん罹患情報のデータベース（以

下「がん罹患情報 DB」という。）を更新し、がん罹患者の集計を行った。また、提供が開

始された診断年 2016～2018 年全国がん登録情報について、同様に令和 3 年 5 月に利用申請

を行い、令和 3 年 9 月に応諾されたため、がん罹患情報 DB を再度更新した。 

 

３．委員会活動 
本事業の的確かつ円滑な実行を目的として、個人情報の取扱い及び疫学研究に係る倫理的

事項について審査を行う「倫理審査・個人情報保護委員会」並びに調査研究計画、調査の実
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施方法及びがん罹患情報の活用方策について審査を行う「調査研究評価委員会」を設置した。

また、「平成 28 年度放射線疫学調査あり方検討会」が策定した報告書を踏まえ、「放射線疫学

調査あり方検討会フォローアップ委員会」を設置し、令和 4 年度以降の事業方針について審

査を受けた。 

 

４．本事業の理解促進活動 
４．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

   調査結果等について広く周知し、事業対象者の協力を得るために当協会ホームページ、放

影協ニュース等による情報発信を行った。 

 

４．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、6 回の

学会発表を行った。また、論文投稿を行い、4 編が公表された。 

 

４．３ 外部専門家との意見交換会 

当協会主催の令和 3 年度 ICRP 調査・研究連絡委員会「外部専門家との意見交換会」に参

加し、講演及び意見交換を行った。 
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Ⅱ．事業内容 
 

１．調査対象者に関する情報の更新等業務 
１．１ 調査対象者の被ばく線量に関する情報の更新 

第Ⅵ期調査（平成 27 年度～令和元年度）において設定した約 8 万人のコホートについて、

中央登録センターから令和 2 年度までの被ばく線量情報等の提供を受け、疫学 DB に反映し

た。 

 

１．２ 調査対象者の生死等に関する情報の更新 

調査対象者の死因情報及びがん罹患情報の取得等を確実に実施するために、調査対象者の

住所地及び生死の情報を可能な限り最新の状態に保つ必要がある。調査対象者の住所地及び

生死の確認（以下「生死追跡調査」という。）は、個人情報保護に留意しつつ、全国の市区町

村（特別区及び政令市の行政区を含む。以下、同様。）から住民票の写し等を取得することに

より行い、その結果の集計及び疫学 DB の更新を行った。 

 

（１）生死追跡調査 

平成 30 年度までは住民基本台帳法において消除された住民票（以下、除票と言う。）の

保存期間は 5 年間と定められていたことから、1 人の調査対象者について少なくとも 4 年

に 1 度の頻度で生死追跡調査を行ってきた。令和元年に同法が改正され、除票の保存期間

が従来の 5 年間から 150 年間に延長されたが、がん罹患情報を取得するに当たり、調査対

象者の最新の住所情報を必要とすることから、引き続き同じ頻度で生死追跡調査を行うこ

ととしている。本年度は平成 27 年度から令和元年度に実施した意思確認調査において、

本疫学調査の対象者となることに同意した 81,507 人のうち 28,450 人について生死追跡

調査を行った。 

以下に、本年度の生死追跡調査の結果を報告する。 

 

１）住民票の写し等の交付請求及び取得 

ⅰ）住民票の写し等の交付請求 

本年度は、(a)本年度中に当該調査対象者についての直近の生死追跡調査から 4 年が

経過する者（平成 29 年度の生死追跡調査で住民票の写しを取得した者のうち、令和 2

年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（平成 30 年度に住民票の写

しを取得した者）のうち一部の者、(b)前年度（令和 2 年度）の生死追跡調査において

住民票の写し等の交付請求先の市区町村から他の市区町村への転出が判明した者並び

に(c)前年度（令和 2 年度）の生死追跡調査において「該当者なし」等の理由で住民票

の写し等を交付されなかった者のうち、再調査を行うこととした者、計 28,450 人の調

査対象者について、1,352 市区町村に対し住民票の写し等の交付を請求した。 

本年度、住民票の写し等を請求した調査対象者の内訳は表１.１の通りである。 
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ⅱ）住民票の写し等の取得 

ⅰ）の住民票の写し等の交付請求により住民票の写し等を取得した者及び取得できなか

った者は、その内容により以下の通りの区分に分類し、整理している。 

① 住民票の写しを取得した者（氏名、住所等が変更されていないもの） 

② 住民票の写しを取得した者（氏名、住所等が変更されているもの） 

③ 除票の写しを取得した者（死亡による消除） 

④ 除票の写しを取得した者（転出（海外への転出を含む。）による消除） 

⑤ 住民票を確認できなかった者（「該当者なし」（調査対象者が当該の市区町村の住民で

はなく、当該調査対象者の住民票が作成されていないことによる）のため） 

⑥ 住民票を確認できなかった者（住民票の消除後 5 年（保存期限）以上経過のため） 

⑦ 除票の写しを取得した者（不在住等の事由による市区町村長の職権による消除） 

⑧ その他 

 

本年度は、住民票の写し等の交付を請求した 1,352 市区町村の全ての市区町村から、計

28,450 人の調査対象者について、住民票の写し等の交付等による回答を得た。本年度に住

民票の写し等の交付を請求した調査対象者のうち住民票の写し等を取得した者及び取得

できなかった者の内訳は表１.２の通りである。区分①②④に該当する 27,725 人は生存を

示す。【巻末参考資料 23 頁 表１.１参照】 
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表１.１ 本年度に住民票の写し等の交付を請求した調査対象者の内訳 

 

 請求の内訳 人数  

 
(a) 前回住民票の写しを取得し

た者注-1 
27,155  

 
(b) 前回転出除票の写しを取得

した者注-2 
1,293  

 
(c) 前回「該当者なし」等の回答

を得た者注-3 
2  

 合計 28,450  
  

注-1 直近の生死追跡調査から 4 年が経過する者（平成 29 年度の生死追跡調査において住民票の写し

を取得した者のうち令和 2 年度に交付請求を行わなかった者）及び 3 年が経過する者（平成 30
年度に住民票の写しを取得した者）のうち一部の者の調査 

注-2 前年度（令和 2 年度）の生死追跡調査において他の市区町村への転出が判明した者の調査 

注-3 前年度（令和 2 年度）の生死追跡調査において、「該当者なし」等の回答を得た者のうち一部の者

の再調査 

 

 

 

 

 

表１.２ 本年度に住民票の写し等を取得した者及び取得できなかった者の内訳 

（令和 4 年 2 月現在） 

区分 人数 

住民票の写しを取

得した者 
①② 25,935 

除票の写し（転出）

を取得した者 
④ 1,790 

 内、国内の他市区町村への転出 1,772 
 内、海外への転出 18 

除票の写し（死亡）

を取得した者 
③ 717 

該当者なし等の回

答を得た者 
⑤⑥⑦ 8 

その他（不交付） ⑧ 0 

合計 28,450 

 



 

7 
 

２）平成 27 年度以降の生死追跡調査の状況（累計） 

第Ⅵ期調査（平成 27 年度～令和元年度）に実施した意思確認調査及び生死確認調

査において、本疫学調査の調査対象者となることに同意した 81,507 人が第Ⅶ期調査

（令和 2 年度～令和 6 年度）以降の生死追跡調査の対象となる。本年度の生死追跡調

査の結果を反映し、平成 27 年度以降の調査対象者の生死追跡状況を集計した。 

令和 4 年 2 月現在で次のとおりとなった。(1) 生存者は 78,730 人（男性 77,892 人、

女性 838 人）、(2) 死亡者は 2,363 人（男性 2,358 人、女性 5 人）、(3)調査の結果追跡

できなくなった者は 414 人（男性 408 人、女性 6 人）となった。 

詳細は表１.３の通りである。【巻末参考資料 24 頁 表１．２参照】 

 

３）平成 3 年度以降の生死追跡調査の状況（年度推移） 

全国の市区町村から住民票の写し等を取得することによる生死追跡調査を開始し

て 31 年が経過した。その間の生死追跡調査の状況（年度推移）を図１.１に示す。 

 

４）生死追跡調査における「脱落」等の発生 

ⅰ）追跡先住所不明 

住民票の写し等の取得による生死追跡調査において、市区町村から「該当者なし」

等の回答を受けた調査対象者の一部については、前年度までに取得した最新の住民

票の写し等を当該市区町村に提示し、再度、住民票の写し等の交付請求を行った。

他市区町村への転出が判明した者については、必要に応じて転出先の市区町村に対

して追加の住民票の写し等の交付請求を行った。 

しかしながら、調査対象者が転出元又は転出先の市区町村で転出又は転入の手続き

をしないこと等により、調査対象者の転出先の住所が不明となることがあるため、

「脱落」が発生することがある。 

本年度は 8 人（本年度の調査対象人数の 0.03％に相当）の「脱落」があった。特

に該当者が少ない累積被ばく線量 50mSv 以上の調査対象者（以下「50mSv 以上群」

という。）の「脱落」はなかった。 

 

ⅱ）海外転出 

海外への転出が判明した調査対象者については、以降の追跡が困難であるため、

生死追跡調査を継続しないこととしている。 

本年度は 18 人（本年度の調査対象人数の 0.06％に相当）の海外転出があった。 

50mSv 以上群からの「海外転出」はなかった。 

 

ⅲ）住民票の写し等の不交付 

住民基本台帳法が平成 20 年 5 月に改正され、個人情報保護の観点から住民票の

写しの交付請求に本人同意が必要となったことにより、以降、市区町村の判断によ

っては住民票の写し等が交付されない事例が生じた。住民票の写し等の請求先とな
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った市区町村に対しては、本疫学調査の意義を説明すること等により、市区町村の

理解及び協力を得ることに努めているが、やむを得ず住民票の写し等が交付されな

い場合は、意思確認調査において受領した当該の調査対象者の同意書を添付して交

付請求を行うこととしている。本年度は 117 市区町村に住所を持つ調査対象者につ

いては、同意書を添えて住民票の写し等の交付請求を行った。 

前述のとおり、不交付はなかった。 

 

表１.３ 令和 2 年度以降の生死追跡状況（累計） 

 （令和 4 年 2 月現在） 

 追跡結果 人数 (男 女 )  

 (1) 生存  78,730 ( 77,892 838 )  

 (2) 死亡  2,363 ( 2,358 5)  

 (3) 脱落  414 ( 408 6 )  
 （脱落の内訳）   
 住所不明等注-1 414 ( 408 6)  
 不交付注-2 0 ( 0 0)  

  合計  81,507 ( 80,658 849 )  

注-1 調査対象者本人から入手した住所情報に基づいて行う住民票の写し等の請求において、該当者なしの回答を

得た、又は除票の保存期間経過、職権消除等の理由で、住民票の写し等を取得できずに脱落した調査対象者

の数 

注-2 市区町村の協力を得られなかったことにより、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数 

 

 

     図１.１ 平成 3 年度以降の生死追跡調査の状況（年度推移） 
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（２）疫学 DB の管理等 

本疫学調査の実施に当たっては、平成 11 年 3 月までに放射線業務従事者として登録した

者のうち調査対象者となった 277,128 人についての情報を収めた疫学 DB を、インターネ

ット及び当協会の計算機ネットワークから独立した計算機上に構築している。このデータ

ベースの管理のために開発した「放射線疫学調査に係る情報処理システム」（以下「情報処

理システム」という。）により、年度毎に行う生死追跡調査の対象者の抽出、市区町村長に

提出するための住民票の写し等の請求書類の作成、交付を受けた住民票の写し等の記載事

項等の計算機への入力並びに疫学 DB に登録された情報の更新及び修正を行ってきた。現

在は、平成 27 年度から令和元年度にかけて実施した意思確認調査により本疫学調査の調査

対象者となることに同意した約 8 万人の調査対象者について疫学 DB を更新することとし

ている。一方、意思確認調査により不同意の意思を表明した者については、疫学 DB の個人

情報を匿名化した。 

本年度は生死追跡調査において新たに入手した住民票の写し等の情報に基づき、疫学 DB

を更新した。そのうち、転居（同じ市区町村での引越し）による住所の変更又は氏名の変更

があった者は 1,613 人、転出による住所変更があった者は 1,790 人、死亡した者は 717 人、

該当者なし等により追跡できなかった者は 8 人であった。 

また、疫学 DB 及び情報処理システムについては、定期的に保守点検を行うことにより、

その正常維持を図るとともに、データのバックアップを定期的に行い、データを適正に保管

している。 

 

１．３ 調査対象者の死因情報の継続使用に関する手続き 

統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条規定に基づき、令和 3 年 4 月 9 日に人口動態調

査死亡票の調査票情報の継続使用の申請を厚生労働省に対して行い、同日に承認を受けた。 

 

２．がん罹患情報の取得 

平成 26 年度までの本疫学調査では、主に被ばく線量とがん死亡との関係を解析することで、

低線量放射線の健康影響を評価してきたが、医療技術の進展等に伴いがんの致死率（致命率）

が低下している現状を考慮し、健康指標として死亡だけでなく、がん罹患も調査することによ

り、より精度の高い健康影響の評価を行うことが必要となった。がん罹患情報に関しては、か

つて一部の都道府県で地域がん登録制度があるのみであったが、平成 28 年 1 月に全国がん登

録制度が発足し、居住地域に関わらず全国のがん罹患者の情報が全国がん登録データベースで

一元管理されることとなった。これらの状況に鑑み、平成 27 年度の調査研究評価委員会におい

て、放射線被ばくによる健康影響、特にがんの発生に及ぼす影響を評価する際、その評価指標

としてがん罹患を新たに加えることを決定した。また、同委員会において、がん罹患情報を利

用するために必要となる法的根拠、申請手続、全国がん登録データベース届出項目を確認する

とともに、利用可能時期、疫学調査解析での利用法等について審議した。特に、がん罹患情報

管理システムを開発するための要件定義として、全国がん登録データベースから提供を受ける
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項目を確認した。 

平成 28 年度には、調査研究評価委員会において、国における全国がん登録データベース整備

の進捗状況、利用手続マニュアル等の整備状況等を報告するとともに、がん罹患リスクの評価

に用いる臓器線量構築について検討を行った【「２．２ 臓器線量の再構築等の活用方策につい

て」参照】。 

平成 29 年度には、調査研究評価委員会において、全国がん登録データベースの利用申請方法

等について検討を行った。 

平成 30 年度には、調査研究評価委員会において、公開された診断年 2016 年全国がん登録情

報の概要を報告し、利用方針についてより具体的に検討を行った。 

令和元年度には、提供が開始された診断年 2016 年全国がん登録情報について、法第 17 条第

1 項第 3 号の規定に基づき「非匿名化情報」の利用申請を行い、承認後に疫学 DB とのリンケ

ージを行った。調査研究評価委員会及びあり方検討会フォローアップ委員会では、公表された

診断年 2016 年全国がん登録情報の精度、疫学 DB と全国がん登録データベースとのリンケー

ジ結果データの集計方法等について検討を行った。 

令和 2 年度には、前年同様、診断年 2016～2017 年全国がん登録情報について、利用申請を

行い、承認後に疫学 DB とのリンケージを行った【巻末参考資料 25 頁 図１．３．１参照】。調

査研究評価委員会等において、リンケージ結果データの集計方法及び集計結果等について検討

を行った【巻末参考資料 25 頁 図１．３．２及び 26 頁 図１．３．３参照】。 

 

２．１ 全国がん登録情報の更新 

診断年 2016～2018 年全国がん登録情報について、令和 3 年 5 月、当協会理事長から厚生

労働大臣に対して利用申請を行った。6 月に全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委

員会、７月にがん登録部会が開催され、9 月に応諾の通知を厚生労働大臣から受け取った。そ

の後、疫学 DB と全国がん登録データベースをリンケージするために、リンケージ用外部照

合データ約 26 万件を作成し、国立がん研究センターに送付した。リンケージの結果、がん罹

患情報を付加したリンケージ結果データが提供された。リンケージ結果データに基づき、が

ん罹患情報 DB を更新した。 

 

２．２ 臓器線量の再構築等の活用方策について 

平成 27 年度以降の本疫学調査では、評価指標として従来の死亡に加え、平成 28 年に始ま

った全国がん登録制度のがん罹患情報を利用することとなった。これに伴い、線量について

は、従来、線量計等の記録線量である個人線量当量をそのままリスク推定に用いていたが、

放射線リスク評価の国際比較可能性を高めるために、海外の放射線疫学調査で用いられてい

る組織・臓器吸収線量を用いることとして、平成 29 年度及び平成 30 年度に臓器線量構築検

討会を設置し、検討を行った。 

平成 30 年度には、線量計レスポンスの試験の実施、日本人成人男性モデルの臓器線量換算

係数の推計並びに日本の原子力発電所における光子エネルギー及びジオメトリ分布に関する

先行研究の調査を経て、記録線量から組織・臓器吸収線量への換算係数を構築し、同検討会
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報告書にとりまとめた。 

令和元年度には、同検討会報告書の換算係数に基づき、第Ⅴ期（平成 22 年度～平成 26 年

度）解析対象者について、1957～2010 年の記録線量から組織・臓器吸収線量への試算を行っ

た。 

令和 2 年度には、試算した組織・臓器吸収線量を用いて第Ⅴ期解析対象者について再解析

を行い、従来の記録線量を用いた解析結果と同様に喫煙調整により放射線リスク推定値が下

がる傾向を示すことを確認した。また、今後は記録線量以外に臓器吸収線量を用いたリスク

解析を行うことから、解析システムにおいて、臓器線量構築検討会報告書で取りまとめた臓

器線量換算係数を用いて、調査対象者の 14 組織・臓器（結腸、赤色骨髄、食道、胃、肝臓、

胆嚢、脾臓、肺、膵臓、前立腺、膀胱、腎臓、脳、心臓）別の吸収線量を計算し、リスク解析

に用いる線量を容易に選択できる機能を追加した。 

 

令和 3 年度には、令和 2 年度に計算した組織・臓器吸収線量を用いて、第Ⅴ期解析対象者

について部位別がん死亡リスクの再解析を行い、第 66 回 Health Physics Society 年次総会

で学会発表を行い、また、Journal of Radiological Protection 誌に論文発表を行った。再解

析結果は、臓器吸収線量を用いても先行研究（工藤他 2018 年）と同様のリスク推定結果が得

られることを示し、このことは臓器吸収線量を用いたとしても、喫煙交絡は J-EPISODE に

とってバイアス要因であることを示唆している。 

また、福島第一原子力発電所緊急作業者が緊急作業に従事した際の記録線量（以下「緊急

作業線量」という。）についても通常作業線量に含めて分析する方針が令和 2 年度調査研究評

価委員会及びあり方検討会フォローアップ委員会において承認されたことから、緊急作業線

量を臓器吸収線量に換算する前提として、中央登録センターにおいて実効線量として記録さ

れている緊急作業線量を、指定解除記録【巻末参考資料 27 頁 １．３．４参照】を用いて外

部・内部被ばく線量に分割する方法を検討し、日本放射線影響学会第 64 回大会において学会

発表を行った。これによって、指定解除記録を利用する方法は有効であるとともに、指定解

除記録がまだ中央登録センターにない者がいるという課題が判明した。また空気中 I-131/Cs-

137 濃度比【巻末参考資料 27 頁 １．３．５参照】を用いて内部被ばく線量（預託実効線量）

から I-131/Cs-137 別預託実効線量を推計する方法について検討し、第３回日本放射線安全管

理学会・日本保健物理学会合同大会において学会発表を行った。これによって、I-131 及び

Cs-137 による組織・臓器吸収線量（例えば、結腸吸収線量）換算係数が得られるが、推定値

の不確かさが課題であることが判明した。 

これらの検討を踏まえ、緊急作業線量から臓器吸収線量を構築する手法の確立を目的とし

て、次の外部専門家 4 人で構成される「緊急作業線量の臓器線量構築に関する検討会」を設

置し、年度内に 2 回開催した。 

 

  緊急作業線量の臓器線量構築に関する検討会 委員構成（五十音順、〇：座長） 

○甲斐 倫明 学校法人文理学園 日本文理大学 新学部設置準備室 教授 

栗原 治  国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所  
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計測・線量評価部長 

佐藤 薫  国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 

放射線挙動解析研究グループ 研究主幹 

辻村 憲雄 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

放射線管理部 研究主席 

 

本検討会では、当協会から、緊急作業における被ばくの状況、利用可能なデータ、年度別

臓器吸収線量構築に当たっての検討課題について説明を行い、以下の議論を行った。また、

今後引き続き検討を進めることが確認された。 

 

 本疫学調査（J-EPISODE）で利用可能なデータの入手経路及び利用する際の制約を明

確にすること。内部被ばく線量について、利用可能なデータが評価結果である預託実

効線量のみである場合は、その評価プロセスを可能な限り明確にすること。 

 協会の説明では預託実効線量を被ばくに寄与する核種ごとに分割する方法（以下「核

種分割」という。）に関して、その対象を I-131 と Cs-137 のみとしているように見え

るが、Cs-134 を追加するとともに、Cs-137 と Cs-134 の存在比が同程度であったこと

を明記すること。 

 核種分割に作業環境の空気中濃度比を用いる場合、それを利用することによる不確か

さを評価すること。 

 実測データが存在しない短半減期核種について、考慮しなくてもよいと判断するため

の先行研究等の根拠について情報収集すること。 

 核種分割に作業環境の空気中濃度比を用いる場合、個人別に摂取日を考慮する必要が

ある。その際、指定日【巻末参考資料 27 頁 １．３．４参照】を摂取日と仮定する場

合、指定日と実際の摂取日との違いが、どの程度臓器吸収線量に影響するのかを評価

しておくこと。 

 臓器吸収線量の不確かさの評価について、複数の摂取シナリオ（例えば、I-131 が支配

的な時期、I-131 と Cs（Cs-134 及び Cs-137）が同程度になった時期、I-131 の影響が

なくなった時期等）を用いた感度分析的アプローチ等を別途検討すること。 

 外部被ばくでは、Cs-134、Cs-137、短半減期核種等の光子エネルギーに留意すること。

また、使用された個人線量計タイプを確認すること。 
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３．委員会活動 

３．１ 放射線疫学調査 倫理審査・個人情報保護委員会 

(1) 開催日：令和 3 年 12 月 9 日 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

○浦川道太郎 学校法人 早稲田大学 名誉教授・弁護士 

金野 朋博 株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニット原子力事業統括本部 

菊池 浩明 学校法人 明治大学 先端メディアサイエンス学科 教授 

栗原千絵子 学校法人 神奈川歯科大学 特任教授 

佐々木秀智 学校法人 明治大学 法学部  教授 

広田すみれ 学校法人 東京都市大学 社会メディア学科 教授 

吉永 信治 国立大学法人 広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授 

(3) 委員研修 

医学系研究倫理の専門家である栗原委員より、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省（以

下「3省」という。）が令和 3 年 3 月に共同で制定し 6 月に施行された「人を対象とする生命

科学・医学系研究に関する倫理指針」に基づき、旧指針類からの変更点及び本疫学調査への

影響という観点から講義を受けた。委員からは同指針の要求事項や注意事項について理解が

深まり、有意義な研修であったとの評価を得た。 

(4) 議題 

1) 報告事項 

・前回委員会の議論を踏まえた健康影響評価計画書の修正 

・今年度事業の進捗状況 

・韓国の個人情報保護法の動向 

2) 審議事項 

・「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」における学術研究の除外規定

の協会への適用について 

(5) 議事概要 

  1） 報告事項 

現行の健康影響評価計画書は、平成 2 年度から始まった疫学調査のフレームワークが

平成 27 年度から開始した第Ⅵ期調査では大きく変わることを受けて新たに策定したも

のであり、その骨子は調査対象者となることの意思確認を行うこと、死亡に加えて新た

にがん罹患情報を利用すること等である。倫理指針では計画の策定と調査協力者に対し

て、その公表が求められている。前回（令和 2 年度）の本委員会における議論を踏まえ、

海外との共同研究の可能性を考慮し、提供可能なデータを「統計データ」とより明確に

した健康影響評価計画書の公表、今年度事業の進捗状況（生死追跡調査の進捗状況、が

ん罹患情報の活用状況、臓器線量変換作業の進捗状況、論文投稿及び学会発表）につい

て事務局より報告した。また、韓国水力・原子力発電会社から平成 30 年度に提案のあっ

た共同研究が韓国における個人情報保護法の改正に伴い中断となったことについて、韓
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国における同法改正の動向とともに事務局より報告した。 

委員からは、国内外での学会発表や論文投稿について国際的な業績が堅調であるとの

評価を得た。また、韓国における同法改正は個人情報の二次利用に係る国際動向を反映

したものであり、今後も継続的に動向を調査し、本委員会に報告するよう要請があった。 

  2） 審議事項 

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」において学術研究機関に

適用される除外規定（学術研究機関に対して、3 省が保有する個人情報の Opt-out での

データ提供を可能とする規定）について、本疫学調査に適用される可能性ついて、3省合

同会議「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」資料

を参考に審議を行った。 

委員からは、令和 4 年度以降に公益法人等の研究所や学術研究を主たる目的として活

動する機関が学術研究機関として認められる可能性が出て来たこと、学術研究機関と認

定されるためには協会の定款に学術研究を事業としていることが記載されていることが

望ましいが、そうでない場合には適切な準備をしておくのが望ましいこと、また 3 省の

ガイドラインの改定方針が定まる令和 4 年 4 月以降に 3 省の相談窓口等を通じて学術研

究機関としてのオーサライズを得ることが望ましいとの指導を受けた。なお、当協会の

定款には事業の一つとして「放射線影響に関する調査研究」と記載されていることを確

認した。 

 

３．２ 放射線疫学調査 調査研究評価委員会 

(1) 開催日：令和 4 年 2 月 10 日 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

飯本 武志 国立大学法人 東京大学 環境安全本部 教授 

岩崎 利泰 一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 研究統括室 

原子力(放射線安全)分野統括 

兒玉 和紀 公益財団法人 放射線影響研究所 業務執行理事 

〇祖父江友孝 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 教授 

高田 千恵 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所  

放射線管理部次長 

椿  広計 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長 

西本  寛 ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 総合医療情報センター長 

吉永 信治 国立大学法人 広島大学 原爆放射線医科学研究所 教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 

・前回委員会の議論を踏まえた健康影響評価計画書の修正 

・今年度事業の進捗状況 

・がん罹患情報の取得 

2) 審議事項 
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・緊急作業線量の取り扱い 

(4) 議事概要 

  1) 報告事項 

前回（令和 2 年度）の本委員会における議論を踏まえ修正した健康影響評価計画書の

公表、今年度事業の進捗状況（生死追跡調査の進捗状況、臓器線量変換作業の進捗状況、

論文投稿及び学会発表）並びにがん罹患情報の利用状況（令和 2 年度に取得した情報の

集計結果及び令和 3 年度の利用申請状況）について事務局より報告した。 

委員からは、がん罹患情報利用における悪性新生物に含まれない上皮内がんの取り扱

いに関する長期的な検討の必要性について指摘を受けるとともに、がん罹患情報におい

て過去の記録が更新された場合には最新の記録を用いて再度リンケージを行うことが確

認された。統計法の改正により、個人情報を扱うためのセキュリティが確保された施設

として総務省の承認を受け大学や行政機関に設置が認められたオンサイト拠点において、

国の統計の調査票情報の利用が可能となった。このようなオンサイト拠点において人口

動態調査死亡票の氏名を含むデータを利用できれば、死因情報のリンケージの利便性が

増すことが期待される。当協会がこの拠点となることの可能性も含めて検討を行うこと

とした。 

  2) 審議事項 

緊急作業線量の取り扱いについて、内部被ばく線量の不確かさの評価に関する検討が

必要であるとの指導を受けた。本疫学調査で利用できる個人情報に制約はあるが、例え

ば、東京電力から緊急作業の状況について聞き取りを行い、論文として記録に残せない

か等、緊急作業線量の臓器線量構築に関する検討会において検討すること、また、今後

も「放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究」（NEWS）との情報共有を行うこと

とした。 

 

３．３ 放射線疫学調査 あり方検討会フォローアップ委員会 

(1) 開催日：令和 4 年 3 月 14 日 

(2) 委員構成（五十音順、〇：委員長） 

岡村 智教 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学 教授 

甲斐 倫明 学校法人文理学園 日本文理大学 新学部設置準備室 教授 

祖父江友孝 国立大学法人 大阪大学大学院 医学系研究科 教授（欠席） 

玉腰 暁子 国立大学法人 北海道大学大学院 医学研究科 教授 

椿  広計 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 統計数理研究所 所長 

（欠席） 

土居 主尚 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所 

主任研究員 

〇吉村 健清 学校法人 産業医科大学 名誉教授 

(3) 議題 

1) 報告事項 
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・前回委員会の議論を踏まえた健康影響評価計画書の修正 

・今年度事業の進捗状況 

・がん罹患情報の取得 

・厚生労働省によるミクロデータの研究公開事業について 

2) 審議事項 

・緊急作業線量の取り扱い 

(4) 議事概要（主なもの） 

  1) 報告事項 

前回（令和 2 年度）の本委員会における議論を踏まえ修正した健康影響評価計画書の

公表、今年度事業の進捗状況（生死追跡調査の進捗状況、臓器線量変換作業の進捗状況、

論文投稿及び学会発表）、がん罹患情報の利用状況（令和 2 年度に取得した情報の集計結

果及び令和 3 年度の利用申請状況）並びに厚生労働省の人口動態調査の氏名付き調査票

情報のオンサイト施設における利用の可能性について事務局より報告した。 

委員からは、他機関との共同研究における統計データ（層別データ）以外のデータの

提供、厚生労働省の人口動態調査の氏名付き調査票情報の利用、更には当該利用におい

て当協会がオンサイト拠点となる可能性等について、積極的に検討を行うよう指示があ

った。 

  2) 審議事項 

緊急作業線量の取り扱いについては、緊急作業線量の臓器線量構築に関する検討会報

告書（令和 4 年度作成予定）を踏まえ、本委員会においても検討することとした。 
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４．本事業の理解促進活動  

本事業の理解促進活動として、以下の学会発表、論文投稿等を行った。  

 

４．１ ホームページによる放射線疫学調査関連情報の周知 

  

令和 3 年度は以下の更新を行った。 

更新日 更新内容 

6/29 ニュースレターの掲載 

6/29 日本産業衛生学会の発表要旨の掲載 

10/12 Health Physics Society、日本放射線影響学会の発表要旨の掲載 

10/12 Health Physics への論文掲載の告知 

12/9 日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会の発表要旨の掲載 

12/9 Journal of Radiological Protection への論文掲載の告知 

2/16 Health Physics、医学物理への論文掲載の告知、日本疫学会の発表要旨の掲載 

 

 

４．２ 国内外の論文投稿・学会発表 

国内外の機関に積極的に引用される調査として専門家に認知されることを目的に、記

録線量から臓器線量への変換に関する検討（学会発表⑤、論文③④）、緊急作業線量の取

扱いに関する検討（学会発表③④）、全国がん罹患情報との照合に関する検討（学会発表

①）、第Ⅴ期（平成 22 年度～平成 26 年度）調査対象者の疫学 DB を使用した最新の解

析結果（学会発表②⑥、論文①）及び放射線疫学調査の総説（論文②）について、計 6 回

の学会発表と 4 編の論文投稿を行った。（論文は全て公表済み。） 

 

（１） 学会発表                        （巻末参考資料 28～34 頁参照） 

① 原子力施設作業者コホートと診断年 2016-17 年全国がん登録情報とのリンケージ結

果. 第 32 回日本疫学会、web 発表、2022.1.27 

② 階層モデルを利用した部位別がん死亡率解析：J-EPISODE. 第３回日本放射線安全

管理学会・日本保健物理学会合同大会、web 発表、2021.12.2. 
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③ 緊急作業線量のリスク推定における取り扱い：J-EPISODE. 第３回日本放射線安全

管理学会・日本保健物理学会合同大会、web 発表、2021.12.2. 

④ 放射線業務従事者中央登録センターに定期線量報告された緊急作業線量の外部・内部

被ばく線量への分割. 日本放射線影響学会第 64 回大会、web 発表、2021.9.23. 

⑤ Reanalysis of Site Specific Cancer Mortality Using Reconstructed Organ Absorbed 

Dose: A Japanese Nuclear Facility Worker Cohort 1991-2010. 66th Annual Meeting 

of the Health Physics Society、web 発表、2021.7.28. 

⑥ 放射線業務従事者における企業規模と累積線量、生活習慣の検討 第 94 回日本産業衛

生学会、web 発表、2021.5.24 

 

（２） 論文                          （巻末参考資料 35～90 頁参照） 

① A Risk Comparison between Lifestyle, Socioeconomic Status, and Radiation: A 

Cohort Study of Cancer Mortality among Japanese Nuclear Workers (J-EPISODE). 

Health Physics, 122, 2022. (ahead of print) 

② 放射線業務従事者を対象としたコホート研究の総説. Jpn. J. Med. Phys. 41, 180–193, 

2021. 

③ Reanalysis of cancer mortality using reconstructed organ-absorbed dose: J-

EPISODE 1991‒2010. J. Radiol. Prot. 42, 011509, 2022. 

④ Organ Dose Reconstruction Applicable for a Japanese Nuclear Worker Cohort: J-

EPISODE. Health Physics. 121, 471-483, 2021. 

 

（３） 階層マルコフ連鎖モンテカルロを使用した解析結果 

上記（１）学会発表、②「階層モデルを利用した部位別がん死亡率解析：J-EPISODE」

の内容を以下に記す。 

低線量・低線量率による健康影響を見るための放射線疫学調査では、白血病を除く全

がんあるいは固形がんについて、最尤法によるポアソン回帰分析を適用することが多い。

しかしながら、部位別のがんに着目した場合には、死亡数が少なくなることから、この

最尤法を適用すると、例数の減少により推定精度が悪くなり、原爆被爆者の研究から得

られている推定値に比べて極端に大きな、または小さな値となることがある。この問題

を解決するため、INWORKS では部位別がん死亡率解析に階層マルコフ連鎖モンテカ

ルロ（Hierarchical Marcov Chain Monte Carlo、以下 MCMC）を採用した。これは部

位別の放射線リスク推定値について全体としておおよそ共通の値を取り得ると想定さ

れる一方、個体差も発生し得る場合にも対応できる方法であり、推定値のばらつきを抑

えられ、信用区間（Credible interval、MCMC ではこう呼ぶ）も狭くできるという利点

があり、INWORKS ではいずれも実現している。一方、J-EPISODE では喫煙調整によ

りリスク推定値が下がることが確認されている。ここでは J-EPISODE のデータを用い

て MCMC を実施し、以下の 3 点を確認した。(1) 部位間の点推定値のばらつきを抑え

られるか？ (2) 各部位の信用区間を（最尤法による信頼区間に比べて）狭くできるか？ 
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(3)最尤法で見られた喫煙調整効果がMCMCでも見られるか？ (1)(2)は INWORKSで

見られた結果の追試となるが、(3)は J-EPISODE 独自のポイントとなる。   

解析対象者は 1999 年 3 月末までに放射線業務従事者として中央登録センターに登録

された者のうち、1997 年と 2003 年に実施した生活習慣等のアンケートにおいて喫煙

状況が不明でない回答者とした。エンドポイントは死亡とし、生死の確認は住民票写し

の取得により行った。死因は厚生労働省より提供を受けた、人口動態調査死亡票との照

合により把握した。被ばく線量は中央登録センターから提供を受けた Hp(10)を用い、10

年の潜伏期を仮定した。観察開始日はアンケート調査の回答から 2 年が経過した日と

し、観察終了日は最終生死確認日、または 2010 年 12 月 31 日のいずれか早い方とし

た。 

解析対象者は 71,733 人、総観察人年は 59 万人年であり、観察終了時の平均線量は

25.5 mSv であった。死因毎の ERR/Sv を以下の図に示す。ここで青は最尤法の結果、

赤は MCMC の結果であり、また、中抜きの円は喫煙調整前、塗りつぶしの丸は喫煙調

整後であることを示す。 

 

前述のチェックポイントの結果は次のとおりである。(1)MCMC では部位間の点推定

値のばらつきを抑えることができた。これは青のばらつきに比べて赤のばらつきが小さ

いことで確認できる。(2)直腸がん、肝がんでは信用区間を狭くできたが、その他の死因

では不明瞭であった。(3)解析対象とした全ての死因で喫煙調整により、リスク推定値が

下がった。これは中抜きの円に比べて塗りつぶしの丸が低いことで確認できる。 

本研究では INWORKS で見られた結果とほぼ同様の結果を得ることができた。また、

喫煙調整効果が最尤法でも MCMC でも見られたことは、放射線疫学における交絡因子

調整の重要性を示していると考えられた。 
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４．３ 外部専門家との意見交換会 

当協会が主催した、疫学調査の現状と課題に関する理解を深めることを目的とした令

和 3 年度 ICRP 調査・研究連絡委員会「外部専門家との意見交換会」に参加し、「J-

EPISODE における線量評価 ～臓器線量の構築～」、及び「J-EPISODE における健康

影響の解析 ～交絡因子の調整～」の演題名で講演を行った。前者は Hp(10)で評価した

実効線量から臓器線量への換算係数の構築方法、及び臓器線量による再解析結果につい

て述べたものであり、今後の課題等について質疑応答を行った。後者はこれまでの解析

における交絡の存在とその調整結果について述べたものであり、交絡の原因等について

質疑応答を行った。 
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令和 3 年度原子力施設等防災対策等委託費 

（低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査）事業 

 

 

 

 

（原子力規制委員会原子力規制庁委託調査報告書） 

 

 

 

（巻末参考資料） 
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１．調査活動 

表１．１ 令和３年度 住民票の写し等の交付請求及び交付の状況（都道府県別）

   

（本文 5 頁参照） 

　 　　　申 　請 　 　　回　　　 答 　 取得率
都道府県名 市区町村数 ①件数 ②住民票写し ③除票写し ④除票写し ⑤該当者なし ②＋③＋④

（転出） （死亡） ／①％

　北海道 74 882 766 97 19 0 100.0
　青　森 33 1,944 1,732 198 12 2 99.9
　岩　手 24 90 81 4 5 0 100.0
　宮　城 36 1,063 937 105 21 0 100.0
　秋　田 17 68 64 3 1 0 100.0
　山　形 19 51 47 1 3 0 100.0
　福　島 44 3,334 3,040 202 90 2 99.9
　茨　城 44 4,261 4,031 119 111 0 100.0
　栃　木 20 164 155 6 3 0 100.0
　群　馬 23 119 110 6 3 0 100.0
　埼　玉 67 841 777 40 24 0 100.0
　千　葉 52 965 899 39 27 0 100.0
　東　京 50 1,616 1,439 133 44 0 100.0
　神奈川 54 1,970 1,819 84 67 0 100.0
　新　潟 33 821 752 51 18 0 100.0
　富　山 12 175 165 6 4 0 100.0
　石　川 16 519 455 57 7 0 100.0
　福　井 17 1,672 1,539 103 30 0 100.0
　山　梨 12 30 25 4 1 0 100.0
　長　野 33 71 62 7 2 0 100.0
　岐　阜 22 70 63 6 1 0 100.0
　静　岡 36 751 678 56 16 1 99.9
　愛　知 63 448 401 26 21 0 100.0
　三　重 22 127 117 6 4 0 100.0
　滋　賀 15 75 72 3 0 0 100.0
　京　都 28 299 274 14 11 0 100.0
　大　阪 69 778 694 55 29 0 100.0
　兵　庫 42 1,118 1,015 55 47 1 99.9
　奈　良 16 76 75 1 0 0 100.0
　和歌山 14 41 40 1 0 0 100.0
　鳥　取 15 111 102 8 1 0 100.0
　島　根　 11 606 534 65 7 0 100.0
　岡　山 22 172 156 9 7 0 100.0
　広　島 27 385 350 26 9 0 100.0
　山　口 18 192 176 6 10 0 100.0
　徳　島 13 34 30 3 1 0 100.0
　香　川 16 137 125 10 2 0 100.0
　愛　媛 17 609 564 40 5 0 100.0
　高　知 10 31 27 3 0 1 96.8
　福　岡 62 753 670 53 30 0 100.0
　佐　賀 16 361 307 48 5 1 99.7
　長　崎 17 175 163 8 4 0 100.0
　熊　本 26 67 63 2 2 0 100.0
　大　分 16 60 53 4 3 0 100.0
　宮　崎 14 54 50 1 3 0 100.0
　鹿児島 23 187 172 11 4 0 100.0
　沖　縄 22 77 69 5 3 0 100.0

合　計 1,352 28,450 25,935 1,790 717 8 100.0
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表１．２ 同意者の生死追跡状況の詳細 

 

 

追跡結果

生存  35,371 ( 35,370  1 )

死亡   1,550 ( 1,550  0 )

( 36,931  1 ) 脱落      11 ( 11  0 )

生存   3,238 ( 3,237  1 )

死亡     119 ( 119  0 )

( 3,364  1 ) 脱落       8 ( 8  0 )

生存   1,138 ( 1,138  0 )

死亡      44 ( 44  0 )

( 1,184  0 ) 脱落       2 ( 2  0 )

生存     714 ( 558  156 )

死亡      24 ( 21  3 )

( 580  159 ) 脱落       1 ( 1  0 )

生存  14,811 ( 14,641  170 )

死亡     378 ( 378  0 )

( 15,035  170 ) 脱落      16 ( 16  0 )

生存   9,032 ( 8,861  171 )

死亡     166 ( 164  2 )

( 9,044  173 ) 脱落      19 ( 19  0 )

生存  14,426 ( 14,087  339 )

死亡      82 ( 82  0 )

( 14,520  345 ) 脱落     357 ( 351  6 )

生存  78,730 ( 77,892  838 )

死亡   2,363 ( 2,358  5 )

( 80,658  849 ) 脱落     414 ( 408  6 )

( 408  6 )

( 0  0 )

注－１ 第Ⅰ期放射線疫学調査解析対象： Ａ－１

第Ⅱ期放射線疫学調査解析対象： Ａ－１、Ａ－２、Ｂ、Ｅ、及びＣ

第Ⅲ期、Ⅳ期及び第Ⅴ期放射線疫学調査解析対象： Ａ－１、Ａ－２、Ｂ、Ｅ、Ｃ、及びＤ

第Ⅵ期及びⅦ期放射線疫学調査解析対象： Ａ－１、Ａ－２、Ｂ、Ｅ、Ｃ、Ｄ及びＦ

注－２ 放射線業務従事者として登録された時期

注－３ 調査対象者本人から入手した住所情報に基づいて行う生死追跡調査において、該当者なし、除票の保存期間経過、

職権削除、海外転出等の理由により脱落した調査対象者の数

注－４ 市区町村の協力を得られなかったこと等により、住民票の写し等を取得できなかった調査対象者の数

 14,865

合計

 81,507

（ 脱落の内訳）

住所不明等
注-3

不交付
注-4

F 平成27～30年度

D 平成7~10年度   9,217

C 平成1~6年度  15,205

E
昭和63年度以前

(燃料加工事業所のみの従

事者および女子)
    739

B 昭和63年度以前   1,184

A－２ 昭和63年度以前   3,365

A－１ 昭和63年度以前  36,932

令和4年 2⽉3⽇現在

群注-1 登録時期注-2
人数（総数） 生死追跡状況の内訳

（男　女） 総数（男　女）



 

25 
 

１．３ がん罹患情報の取得 

１．３．１ がん罹患情報のリンケージ 

照合作業はNCCで⾏われる

全国がん登録DB
レコード単位＝がん

J-EPISODE  DB
レコード単位＝⼈

外部照合レコード
カナ⽒名
⽣年⽉⽇
性別
住所（住⺠票住所履歴）
疫学調査ID

︓
線量情報

全国がん登録DB
カナ⽒名
⽣年⽉⽇
性別
住所（初診時住所、
その他住所情報）

︓
がん罹患情報

照合できた場合は、がん罹
患情報が付加されて戻って
くる

男 77,993⼈
⼥ 805⼈

約26万レコード

同じがん罹患に
ついて複数の

レコードがマッチ

放射線影響協会国⽴がん研究センター

 

図１.３．１ 全国がん登録 DB のレコードと J-EPISODE DB のレコードのリンケージ 

 

１．３．２ がん罹患情報のリンケージ（照合）結果 

 

図１．３．２ リンケージの結果（2016～2017 年） 

   (注)上記の数値は、全国がん登録法に基づき非匿名化情報の提供を受け、独自に 

作成・加工したものである。 
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１．３．３ がん罹患情報の集計結果 

 

表１．３．３ 部位、初診年齢、累積線量別第一原発がん罹患数 

（診断年 2017 年、解析対象集団男性 77,993 人） 

 

 

 

  

部位 
罹患数

初診年齢（歳） 2015 年 3 ⽉末累積線量(mSv) 

-64 65-69 70-74 75-79 80+ <5 5- 10- 20- 50+

C16 胃 164 36 38 31 34 25 100 15 18 19 12 

C18 結腸 69 21 10 14 13 11 48 6 6 4 5 

C19-C20 直腸 51 16 14 7 8 6 34 3 5 5 4 

C33-C34 肺 91 21 25 19 19 7 52 7 12 11 9 

C61 前⽴腺 192 27 42 55 46 22 127 16 13 20 16 

             

全部位合計 847 200 184 184 174 105 539 69 78 90 71 

（注）罹患数が 30 以上の部位を表⽰した。 
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１．３．４ 臓器線量の再構築等の活用方策に係る放射線業務従事者の指定解除記録 

 

原子力事業者が中央登録センターに提出する線量データには 2 種類ある。1 つは、毎年

度の個人別実効線量に関する定期線量報告データであり、これには外部・内部被ばく線量

の内訳はない。もう 1 つは、当該原子力事業者における指定解除記録である。指定解除記

録には、当該個人の指定年度前歴線量、当該原子力事業者における指定期間中の年度別、

種類（外部、内部、皮膚、水晶体等）別線量等が記録されており、中央登録センターにマ

イクロフィルムの形式で保管されている。また、当該記録には、緊急作業線量について

も、外部被ばく・内部被ばく別の線量が含まれており、一部の緊急作業者について指定解

除記録の写しを取得することによって、緊急作業線量を外部被ばく線量と内部被ばく線量

に分割できることを確認した。しかし、福島第一原子力発電所の緊急作業に従事してから

現在までに従事者指定解除を行っていない者（従事者指定が継続している者）の指定解除

記録は中央登録センターに保管されていない（指定解除後に提出される）。当該作業者に

ついて、類似の作業に従事した作業者の指定解除記録の写しから取得した外部・内部被ば

く線量比を利用する方法を検討した。検討の結果、指定解除記録を利用する方法は有効で

あることが確認されたため、全ての緊急作業者の指定解除記録の写しを取得することとし

た。指定解除記録がまだ中央登録センターに保管されていない者の取り扱いについては今

後検討することとした。 

 

１．３．５ 臓器線量の再構築等の活用方策に係る空気中 I-131/Cs-137 濃度比 

 

預託実効線量を組織・臓器別吸収線量に変換する際には、まず核種別預託実効線量を推

計する必要がある。例えば、I-131 は大部分が甲状腺に集積し、実効半減期が成人で約７

日と短い。一方、Cs-137 は体内に均一に分布し、実効半減期が 30 歳で約 70 日、50 歳で

約 90 日と長い。このように放射性核種によって摂取後の体内動態の相違から組織・臓器

別吸収線量に及ぼす影響が異なるので、核種別の摂取量及び預託実効線量を推計する必要

がある。本年度は、手法の検討として、主な放射性核種である I-131 と Cs-137 の吸入に

よる摂取量の比率が作業場の空気中 I-131/Cs-137 濃度比に等しいとの仮定の下で、東京電

力が測定した福島第一原子力発電所のダスト核種分析結果データ（東京電力平成 15 年 7

月 5 日プレスリリース）を利用して、I-131 と Cs-137 の核種別預託実効線量を試算した。 
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